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補助金交付申請の手引き及び留意点 

要緊急安全確認大規模建築物 

Ⅱ.耐震改修 

１．申請の窓口（補助金の請求窓口・方法） 

要緊急安全確認 

大規模建築物 

 

建築物の所在地の地方公共団体（市区町村及び都道府県）に

よる当該建築物への補助制度の整備状況 

整備されていない場合 整備されている場合 

対象行為  

 

耐震診断 平成 27 年度末までの措置 

Ⅰ.補強設計 支援室が窓口となり、直接
的に補助を実施します。 

当該地方公共団体が窓口とな
り、国の補助と地方公共団体
の補助を併せて実施します。 Ⅱ.耐震改修 

 

２．対象建築物 

補助の対象となる建築物（以下「対象建築物」という。）については、次の全ての要件を
満たすものとします。 
１）昭和 56年５月 31日以前に着工されたもの。 
２）要緊急安全確認大規模建築物（①病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建

築物、②小学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物、③火薬類等の貯蔵場・
処理場のうち大規模なもの）に該当するもの。 

３）補助金交付決定後、令和 7 年度中に事業着手し、原則として令和 7 年度末までに完
了するもの。 

４）耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの。※１ 
５）耐震改修又は建替えの結果、地震に対して安全な構造となるもの（除却する場合を

除く）。※2 
６）建築基準法令に違反していないもの（耐震関係規定以外の建築基準法令の違反がある

場合は、違反是正が行われることが確実であると認められるものを含む）。※3 

※１ 現行の耐震関係規定と同程度の性能を満たさないと判断されたものに限られます。 
※２ 建替後、又は減築後の用途、規模要件に制限がありますので、支援室にお問い合わせください。 
※３ この点につき、支援室から特定行政庁（所管行政庁）に照会する場合があります。 
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注）耐震改修に対し、本補助制度以外の国や地方公共団体等の補助（負担金、利子補給金並
びに補助金適正化法第２条第４項第１号に掲げる給付金及び同項第２号に掲げる資金を
含む。）を受けている場合には、本補助制度による補助の対象とはなりません。 

注）所有者が複数いる場合は、所有者の中から代表者（申請者）を選び、ほかの所有者は、
代表者（申請者）への同意書が必要となります。 

注）事業が複数年にわたることが明らかな場合は、全体設計承認申請が必要になります。 
 参考様式①を提出してください。（交付申請様式） 
 

３．補助対象となる経費 

  補助金交付の対象となる経費の範囲は、対象建築物の耐震改修に要する費用であり、以
下（１）に示すもの等が該当します。 

（１）補助対象となる経費(補助金交付決定日以降の建設工事における耐震改修に要する費
用に限る。) 

・建設工事費・既存建築物の耐震性能を向上させるために要する費用 

・耐震性能の向上に寄与する工事等に起因して発生する工事に要する費用 

・間接工事費（共通仮設費、現場管理費）、諸経費等 

注）修繕改修工事など補助対象外の改修工事を同時に行う場合は、耐震改修工事に係る部分
のみの内訳を提出してください。なお、明確に分けることのできない費用につきましては、
それぞれの工事費率で按分することができます。 

（２）補助対象とならない経費 （主なもの） 

・耐震診断に係る費用 

・補強設計に係る費用※１ 

・耐震判定委員会等の第三者機関による安全性の確認に要する費用※１ 

・広告費 

・補償費（移転費、仮住居借り上げ費等） 

・仮設建築物建設費 

・附帯事務費 

・自社若しくは関係会社が施工の場合の利益相当額※２ 

  ※１ ：当該費用については、別途申請してください。 

  ※２ ：利益相当額の算出方法については、支援室にお問い合わせください。 

 

４．補助対象となる工事 

・耐震改修工事 
・除却工事＋新築工事（建替の場合は、省エネ基準に適合すること） 
・除却工事のみ 
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５．補助金の額 

 補助金の額の算出は、以下（１）（２）（３）で算出される費用の合計に補助率 11.5％を乗
じた額以内となります。 
（１）建築物の耐震改修工事費の限度額 

①建物躯体の耐震改修工事費 

補助金の対象額は、天井の耐震改修工事費を除いた耐震改修に要する費用を対象とします
が、次の方法で算出した額を限度額とします。 

対象建築物の延べ面積に 57,000円/㎡（耐震診断の結果、Is（構造耐震指標）の値が 0.3未
満相当である場合は 62,700円/㎡）を乗じた額。ただし、免震工法等特殊な工法による場合
又は大規模な地震が発生した時にその利用を確保することが必要であると地方公共団体が
認める建築物について通常よりも高い耐震性を確保する場合は対象建築物の延べ面積に
93,300円/㎡を乗じた額を限度額とします。 

②建築設備の耐震改修工事費 

地方公共団体が防災拠点として位置づけた要緊急安全確認大規模建築物※１に限り、地震
発生後に防災拠点としての機能を確保するための建築設備の耐震改修に要する費用（対象
建築物の延べ面積に 8,270円/㎡（天井の耐震改修とあわせて行う場合は 6,620円/㎡）を乗
じた額を限度とします。）を①の限度額に加算することが可能です。 
※１ : 該当の有無は建築物が所在する特定行政庁（所管行政庁）に確認してください（この
点につき、支援室から特定行政庁（所管行政庁）に照会する場合があります。） 

（２）天井の耐震改修工事費の限度額 

天井の補助金の対象額は、耐震改修の内容により限度額が異なります。 

  耐震改修の内容 補助対象限度額 
劇場等※3 40,000円/㎡※２ に天井面積を乗じた額 
構造計算が必要な場合、劇場等 40,000円/㎡※２ に天井面積を乗じた額 

ネット等による落下防止措置、劇場等のワ
イヤーの設置※4 

160,000 円/㎡※２に天井面積を乗じた額 

ネット等による落下防止措置、劇場等のワ
イヤー以外 

64,700円/㎡※２に天井面積を乗じた額 

劇場等以外 80,000円/㎡※２ に天井面積を乗じた額 
構造計算が必要な場合、劇場等以外 90,000円/㎡※２ に天井面積を乗じた額 
ネット等による落下防止措置、劇場等以外 13,600円/㎡※２ に天井面積を乗じた額 

※２ : 天井平均高が 10m を超える場合にあっては、高さ 3m 毎に 3,150 円を加算し、屋根面
の耐震改修工事と併せて行う場合は 9,460円を減じます。 

注）建築物の耐震改修工事と併せて天井の耐震改修を行う場合は、補助対象になりますが、
天井の耐震改修工事のみを行う場合、本補助金の対象とはなりません。 

（３）建替え又は除却工事費の限度額 

耐震改修に代わって行う建替え又は除却する場合は、従前の建築物の延べ面積を算定根拠
として、57,000円/㎡（耐震診断の結果、Is（構造耐震指標）の値が 0.3未満相当である場合
は 62,700円/㎡）を限度とします。 
※3 ：固定された客席を有する劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場等に用に供す
る建築物。   
※4 ：劇場等かつワイヤ－の設置による落下防止措置に限る。 
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６．手続きの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

「安全性の確認」 
・建築士（それぞれの業務範囲に限る。設計者でも可。)による安全性を確認したことを示
す文書 

・指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関による安全性を確認したことを示す文書 
・耐震判定委員会等の耐震改修計画の判定・評価等 
・建築基準法第 6条第 1項の規定に基づく確認済証 
・耐震改修促進法第 17 条第 3項の規定に基づく計画認定証 
・建築基準法第 86 条の 8第 1項の規定に基づく全体計画の認定書 
 
７．実績報告書の完了写真について 

 ・耐震改修の施工箇所ごとに着手前、施工中、完成後の写真を 3 枚セットとし、A4 サイズ

建築士（それぞれの業務範囲に限る。設計者でも可。）、指定確認検査機関、登録住宅

性能評価機関による確認により、安全性の確認を行うことも可能です。 

ただし、建築物所在の所管行政庁によっては、第三者機関による判定・評価等が必要な

場合がありますので、依頼前に所管行政庁へお問い合わせください。 
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１枚に編集すること。なお、使用する写真は、日付入とすること。 
・建替えの場合は、建替前、建替中、完成後の写真、解体前、解体中、解体後の写真を 3 枚
セットとし、A4 サイズ 1 枚に編集すること。なお、使用する写真は、日付入とすること。 
・除却のみの場合は、解体前、解体中、解体後の写真を 3枚セットとし、A4 サイズ 1枚に
編集すること。なお、使用する写真は、日付入とすること。 
・写真番号と撮った方向を矢印で示した平面図を添付すること。 
 

８．事業完了報告の提出書類 （全体設計の承認を受けているもの） 

補助事業者は、耐震改修が終了する等全ての事業の完了の日から起算して１ヶ月を経過
する日までに提出してください。ただし、②③④⑤については、実績報告と同時に事業完
了する場合は、①を作成し実績報告書と併せて提出してください。  
実績報告提出後に事業完了する場合は、①～⑥を作成し提出してください。  

【提出書類】  
① 事業完了報告書【様式１１】  
② 建築士による適合確認書【様式９①②】※１  
③ 物件の写真（耐震改修工事の実施箇所が特定できる工事写真等）※２  

④ 請負契約書の写し※３ 
⑤ 施工業者からの領収書の写し 
⑥ 送金伝票等（金融機関等の第三者を通じた支払いが確認できる通帳、振込受付書、振
込明細書、インターネットバンキング等の写し）  
⑦ 省エネ基準に適合することを確認できる書類（建替の場合のみ） 
※１ ②建替えの場合は、建築基準法の規定に基づく検査済証、滅失登記、除却のみの場合は、滅失登記

を提出してください。 

※２ ③物件の写真（「6.実績報告書の完了写真について」と同じ） 
※３ ④請負契約書は建築士法、建設業法等関連法令を順守し行ってください。契約の形式を成さない発

注伝票等は不可。 
 

９．支援室による審査及び会計監査等に伴う資料請求等 

支援室は、補助事業の適正な実施を図るため、必要に応じて補助事業者等に対して関係資
料の提出、報告等を求めることができるものとします。 

 
※補助事業者は、支援室が補助事業の内容について関係資料の提出、報告等を求めた場合は、
これに協力しなければなりません。 

※会計検査院、国土交通省、支援室等の検査対象となった場合は、関係資料の提出等が求め
られることとなりますので、補助金の適正な執行及び補助事業に関する書類（経理処理関
係書類を含む。）の整理・保存に十分ご留意ください。（保存期間は、本事業の補助を受け



6 
 

て行った耐震改修の事業完了から 10 年度以上） 
 

１０．交付申請の制限について 

過去３カ年度内に国土交通省住宅局所管補助金において、交付決定の取り消しに相当す 
る理由で補助金の返還を求められたことがある者等（団体含む）は、本補助金の交付申請が
原則として制限されます。 
※ 申請制限に関するお問い合わせは、以下の担当までお願いいたします。 

  国土交通省住宅局市街地建築課市街地住宅整備室 
                電話：０３－５２５３－８５１７ 

 

１１．交付決定の取消、補助金返還、罰則等について 

万一、交付規程や交付条件に違反する行為がなされた場合、次の措置が講じられ得ること
に留意してください。 
・交付決定の取り消し、補助金等の返還及び加算金の納付 
・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第 29 条から第 32 条までの規定に準じ
た罰則 

・相当の期間補助金等の全部又は一部の交付決定を行わないこと 
また、本補助金の交付後に、提出書類の内容に虚偽等が存することが判明した場合にお

いても、本補助金の返還（補助金の交付から返還時までの法定利息に係る分を含む）を求
めることがあります。 

 
１２．その他の関係する規定について 

この説明資料・留意点のほか、補助金の交付等に関しては、以下の法令等に従う必要があ
ります。詳細は、支援室ホームページにて掲載しておりますので、ご参照ください。 
１）補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号） 
２）補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和 30 年政令第 255 号） 
３）国土交通省所管補助金等交付規則（平成 12 年総理府・建設省令第 109号） 
４）補助事業等における残存物件の取扱いについて（昭和 34 年 3 月 12 日建設省開発第

74 号建設事務次官通達） 
５）住宅局所管補助事業等により取得した財産等の取扱いについて（平成 20 年 12月 22

日国住総第 67 号住宅局長通知） 
６）住宅局所管補助事業等における消費税相当額の取扱について（平成 17年 9月 1 日国

住総発第 37 号住宅局長通知） 
７）住宅・建築物防災力緊急促進事業制度要綱（令和 7 年 3月 31 日国住街第 144 号、国

住市第 98 号、国住木第 110 号住宅局長通知） 
８）住宅・建築物防災力緊急促進事業補助金交付要綱（令和 7 年 3月 31 日国住街第 145
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号、国住市第 99 号、国住木第 111 号住宅局長通知） 
９）その他関連通知等に定めるもの 

 

１３．本事業終了後の事務の取り扱いについて 

本事業の終了後の報告等については、支援室に代わって国土交通省がその手続きを行う
場合があります。その場合は、国土交通省の指示に従ってください。 
 

１４．情報の取扱いについて 

交付申請後の交付決定時及び実績報告後の額の確定時には、支援室が提供するデータを
もとに国土交通省から補助対象建築物所在地の所管行政庁に情報提供することとしており
ますので、あらかじめご了承ください。 

 

１５．個人情報の使用・利用目的について 

取得した個人情報については、申請に係る事務処理に利用する他、アンケート等の調査の
際に利用することがあります。 
また、同一の事業に対し、国から他の補助金を受けていないかを調査するために利用する

ことがあります。 
 なお、本事業において、交付決定の取り消しに相当する理由で補助金の返還が生じた場合
には、本申請にかかる個人情報について他省庁・独立行政法人を含む他の補助金担当課に当
該返還事案の概要（法人又は申請者名、補助金名、交付決定額・補助事業の実施期間・返還
を生じた理由・講じられた措置の内容等）を提供することがあります。 


